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新 旧 備考 

貿易一般保険運用規程 

 

平成29年４月１日 17‐制度‐00045 
沿革 （略） 

令和８年３月26日 一部改正 

 

貿易一般保険運用規程 

 

平成29年４月１日 17‐制度‐00045 
沿革 （略） 

 

（定義） 

第１条 本規程及び証券において使用される用語の定義は、貿易保

険法（昭和25年法律第67号）及び貿易一般保険約款（平成29年４

月１日 17‐制度‐00001。以下「約款」という。）によるものの

ほか、特に定義されている場合を除き次の各号とする。 

一～十九 （略） 

二十 「海外子会社」とは、本邦外に所在する次の各号のいずれ

かに該当する者をいう。 

イ 輸出者等の会社法（平成17年法律第86号）に規定する子会

社 

ロ 前号以外の者であって、日本貿易保険が特に適当と認めた

者 

二十一 「海外子会社経由取引」とは、輸出者等が海外子会社を

経由して他の外国法人に向けて行う取引（当該輸出者等が当該

海外子会社との間で輸出契約等を締結し、当該輸出契約等に係

る輸出貨物等を当該他の外国法人に販売又は当該輸出契約等に

係る技術等を当該他の外国法人に提供する契約（以下「販売契

約等」という。）に基づいて行われる取引をいう。）であっ

て、当該他の外国法人の代金等の不払があった場合には、当該

輸出者等と当該海外子会社との間の利益関係に影響が出るよう

な仕組み（当該輸出者等と当該海外子会社との間の契約が委託

販売形式である、当該輸出者等と当該海外子会社との間の契約

中にif and when条項がある等）によって、当該不払のリスクを

当該輸出者等が負うことが合意されているものをいう。 

二十二 「海外支店名義契約」とは、本邦に本店を有する法人

（以下「本邦本店」という。）の外国支店が名義人となって、

（定義） 

第１条 本規程及び証券において使用される用語の定義は、貿易保

険法（昭和25年法律第67号）及び貿易一般保険約款（平成29年４

月１日 17‐制度‐00001。以下「約款」という。）によるものの

ほか、特に定義されている場合を除き次の各号とする。 

一～十九 （略） 
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輸出貨物等を他の外国法人に販売又は技術等を他の外国法人に

提供する契約をいう。 

二十三 「海外フロンティング包括保険」とは、本邦法人の子会

社等である海外現地法人が行う取引について、当該海外現地法

人が海外の日系損害保険会社との間で貿易一般保険包括特約を

締結し、日本貿易保険が再保険を引き受けることを前提に当該

包括特約書に基づき締結される保険契約をいう。 

二十四 「設備財等包括特約書」とは、貿易一般保険包括保険

（機械設備）特約書、貿易一般保険包括保険（船舶）特約書、

貿易一般保険包括保険（鉄道システム）特約書又は貿易一般保

険包括保険（技術提供契約等）特約書をいう。 

 

 

二十 「海外フロンティング包括保険」とは、本邦法人の子会社

等である海外現地法人が行う取引について、当該海外現地法人

が海外の日系損害保険会社との間で貿易一般保険包括特約を締

結し、日本貿易保険が再保険を引き受けることを前提に当該包

括特約書に基づき締結される保険契約をいう。 

二十一 「設備財等包括特約書」とは、貿易一般保険包括保険

（機械設備）特約書、貿易一般保険包括保険（船舶）特約書、

貿易一般保険包括保険（鉄道システム）特約書又は貿易一般保

険包括保険（技術提供契約等）特約書をいう。 

（ストックセールスにおける貿易一般保険の取扱い） 

第22条 ストックセールスに係る輸出契約につき保険契約を締結す

る場合は、次の各号のとおりとする。 

一～三 （略） 

四 個別保険については、保険契約の締結に際し、別紙第１の特

約を付すものとする。ただし、鋼材特約書に係る保険契約の不

てん補部分を対象として個別保険を締結する場合を除く。 
 
 
 
 
 
 

（ストックセールスにおける貿易一般保険の取扱い） 

第22条 ストックセールスに係る輸出契約につき保険契約を締結す

る場合は、次の各号のとおりとする。 

一～三 （略） 

四 保険契約の締結に際し、次の特約を付すものとする。 

イ 個別保険にあっては、以下のとおりとする。 

「１．株式会社日本貿易保険（以下「日本貿易保険」とい

う。）の保険責任の開始日は、保険契約の締結の日から

５日を経過した日とする。 

２．日本貿易保険の保険責任の終了日は、輸出契約におい

て定められた決済期限とする。」 

ロ 包括保険にあっては、以下のとおりとする。 

「１．株式会社日本貿易保険（以下「日本貿易保険」とい

う。）の保険責任の開始日は、保険契約の締結の日とす

る。 

２．日本貿易保険の保険責任の終了日は、輸出契約におい

て定められた決済期限とする。」 

 

（海外子会社経由取引における貿易一般保険の取扱い） 

第23条 海外子会社経由取引に係る保険契約（販売契約等の相手方

及びその所在国において生じた事由をてん補事由とするものに限

る。以下同じ。）を締結する場合は、次の各号のとおりとする。 

一 第１条第20号イに該当する海外子会社を輸出契約等の相手方

として個別保険の申込みを行おうとする者は、当該申込時にそ

（本邦外子会社を経由する取引における貿易一般保険の取扱い） 

第23条 本邦輸出者等（以下、「親会社」という。）が本邦外に所

在する子会社との間で輸出契約等を締結し、当該子会社が当該輸

出契約等に係る輸出貨物等又は技術等を他の外国法人に販売又は

提供する契約を締結した場合であって、当該輸出契約等に係る保

険契約につき当該外国法人及びその所在国において生じた事由を
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の旨を日本貿易保険に申告しなければならない。この場合、保

険契約の締結に際し、別紙第２の特約を付すものとする。ただ

し、鋼材特約書に係る保険契約の不てん補部分を対象として個

別保険を締結する場合を除く。 

二 保険契約者が、保険申込時に前号に規定する申告を行わなか

った場合であって、海外子会社経由取引に係る保険契約締結後

に別紙第２の特約の付帯を希望するときは、手続細則に定める

保険契約の訂正に係る日本貿易保険への申請を行わなければな

らない。当該申請に基づき訂正を行う場合、日本貿易保険は、

保険申込時において輸出契約等の相手方が第１条第20号イに該

当していたときに限り、別紙第２の特約の付帯を保険契約締結

日にさかのぼって行うものとする。内容変更等通知期限後に当

該申請が行われた場合についても同様とする。 

三 決済に係る日数等の定めがなく、決済期限が確定していない

輸出契約等における決済期限は、販売契約等の決済期限から７

日を経過した日をいうものとする。 

てん補事由とする場合においては、対象となる親会社及び子会社

は会社法（平成17年７月26日法律第86号）に規定する親会社及び

子会社とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、日本貿易保険は、会社法に規定する

子会社以外の者であって特に適当と認められるものに限り、前項

の子会社とみなすことができる。 

（本邦法人の外国支店が締結する契約における貿易一般保険の取扱

い） 

第24条 海外支店名義契約を輸出契約等として本邦本店が保険契約

を締結する場合、対象となる外国支店とは本邦本店が支店、支

社、営業所、出張所及び駐在員事務所等名称を問わず外国におい

て当該法人の機能の一部を与えたものとする。ただし、海外現地

法人等法人格を別にするものを除く。 

（本邦法人の外国支店が締結する契約における貿易一般保険の取扱

い） 

第24条 本邦に本店を有する法人（以下「本邦本店」という。）の

外国支店が名義人となって他の外国法人と輸出貨物等に係る販売

契約又は技術等の提供に係る契約（以下「販売契約等」とい

う。）を締結する場合であって、当該販売契約等を輸出契約等と

して本邦本店が保険契約を締結する場合、対象となる外国支店と

は本邦本店が支店、支社、営業所、出張所及び駐在員事務所等名

称を問わず外国において当該法人の機能の一部を与えたものとす

る。ただし、海外現地法人等法人格を別にするものを除く。 

 

（決済通知） 

第32条 確認証を取得して保険契約を締結した者又は保険契約の申

込時に保証枠残高の範囲内である旨日本貿易保険による確認を受

けて保険契約を締結した者（設備財等包括特約書については被保

険者）は、当該保険契約に係る輸出契約等の金額の全部若しくは

一部が決済されたとき又は輸出契約等の支払人に変更があったと

きは、当該輸出契約等の相手方がＥ格に格付されている場合に限

り、日本貿易保険に決済通知を行うことができる。 

（決済通知） 

第32条 確認証を取得して保険契約を締結した者又は保険契約の申

込時に保証枠残高の範囲内である旨日本貿易保険による確認を受

けて保険契約を締結した者（設備財等包括特約書については被保

険者）は、当該保険契約に係る輸出契約等の金額の全部若しくは

一部が決済されたとき又は輸出契約等の支払人に変更があったと

きは、当該輸出契約等の相手方がＥ格に格付されている場合に限

り、日本貿易保険に決済通知を行うことができる。 

 



貿易一般保険運用規程・新旧対照表 

4 

２ 海外子会社経由取引に係る保険契約を締結する場合は、前項中

「輸出契約等の相手方」とあるのは、「販売契約等の支払人」と

読み替えるものとする。 

（保険料率算定） 

第34条 保険料率等規程Ⅱ［１］１(1)②(ⅰ)に規定する「船積前期

間」、(1)②(ⅱ)に規定する「船積後期間」及び(2)②(ⅱ)に規定

する「保険契約締結日から起算した対価の確認日までの期間」の

取扱いは、別表第１のとおりとする。ただし、特約により別に定

めた場合を除く。 

２～３ （略） 

４ 海外子会社経由取引に係る保険契約を締結する場合は、保険料

率の算定にあたっては、販売契約等の支払人を輸出契約等の相手

方及び代金等の支払人とみなす。 

（保険料率算定における期間計算の取扱い） 

第34条 保険料率等規程Ⅱ［１］１(1)②(ⅰ)に規定する「船積前期

間」、(1)②(ⅱ)に規定する「船積後期間」及び(2)②(ⅱ)に規定

する「保険契約締結日から起算した対価の確認日までの期間」の

取扱いは、別表第１のとおりとする。ただし、特約により別に定

めた場合を除く。 

２～３ （略） 

 

附 則 

この改正は、令和８年10月１日から実施する。 

  

別紙第１（第22条関係） 

「 

１ 株式会社日本貿易保険（以下「日本貿易保険」という。）の保

険責任の開始日は、保険契約の締結の日から５日を経過した日と

する。 

２ 日本貿易保険の保険責任の終了日は、輸出契約において定めら

れた決済期限とする。 

」 

  

別紙第２（第23条関係） 

「 

（定義） 

第１条 本特約において使用される用語の定義は、貿易保険法（昭

和25年法律第67号）、貿易一般保険約款（平成29年４月１日 17‐

制度‐00001。以下「約款」という。）及び貿易一般保険運用規程

（平成29年４月１日 17‐制度‐00045。以下「運用規程」とい

う。）によるもののほか、次の各号に定めるところによる。 

一 「販売貨物」とは、販売契約等に係る輸出貨物をいう。 

二 「販売契約等の支払人」とは、この証券記載の支払人をい

う。 
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（てん補事由の読替え等） 

第２条 約款第４条第９号及び同条第11号から第14号を以下のとお

り読み替えるものとする。 

一 約款第４条第９号にあっては「九 前各号に掲げるもののほ

か、本邦外において生じた事由（保険契約締結の当時取得する

ことを必要とした輸入許可又は為替の割当を取得できないこと

及び保険契約締結の当時取得していた輸入許可の効力に付され

ていた条件又は期限により輸入許可が効力を失ったことを除

く。）であって、被保険者、海外子会社又は販売契約等の支払

人の責めに帰することができないもの」 

二 同条第11号にあっては「十一 販売契約等の支払人が外国の

政府、州政府、地方公共団体又はこれらに準ずる者である場合

において、当該支払人が販売契約等を一方的に破棄したこと又

は次に掲げるいずれかの事由により海外子会社が販売契約等を

解除したこと（被保険者又は海外子会社の責めに帰することが

できない場合に限る。）。 

イ 販売契約等の支払人から販売契約等で定めた条件につき変

更（当該変更に伴う被保険者の改造等に要する支出増加見込

額が輸出契約等に基づく輸出貨物の輸出又は仲介貿易貨物の

販売若しくは賃貸により被保険者が取得し得べかりし利益相

当額を超えると認められるものに限る。）の申込みがあった

こと。 

ロ 貨物の船積前において、販売契約等の支払人から販売契約

等で定めた決済期限又は船積期日若しくは引渡日につき１年

以上の期間の繰延べの申込みがあったことを原因として、海

外子会社から輸出契約等で定めた決済期限又は船積期日につ

き1年以上の期間の繰延べの申込みがあったこと。 

ハ 販売契約等に基づき貨物の船積前において決済されるべき

金額につき１年以上の支払遅延があったことを原因として、

輸出契約等に基づき貨物の船積前において決済されるべき金

額につき１年以上の支払遅延があったこと。 

ニ その他イからハまでに準ずる事実があったこと。」 
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三 同条第12号にあっては「十二 販売契約等の支払人について

の破産手続開始の決定（破産手続開始の決定の事実が公的機関

により明らかにされた場合に限る。）」 

四 同条第13号にあっては「十三 販売契約等の支払人について

の破産手続開始の決定に準ずる事由（支払不能の事実が公的機

関により明らかにされた場合に限る。）」 

五 同条第14号にあっては「十四 販売契約等の支払人の３月以

上の債務の履行遅滞を原因とする海外子会社の３月以上の債務

の履行遅滞（被保険者又は海外子会社の責めに帰することがで

きないものに限る。）」 

２ 前項の規定により読み替えて適用する約款第４条第９号に規定

する「本邦外において生じた事由」には、海外子会社の所在国に

おいて実施される輸入、輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃

貸の制限又は禁止、その他の本邦外において生じた事由を含むも

のとする。 

３ 日本貿易保険は、第１項の規定により読み替えて適用する約款

第４条第14号の規定に従って、販売契約等の支払人の３月以上の

債務の履行遅滞により被保険者が被った損失をてん補する責めに

任ずるが、当該支払人の債務の履行遅滞を原因としない海外子会

社の債務の履行遅滞により被保険者が被った損失はてん補する責

めに任じない。 

（てん補範囲） 

第３条 日本貿易保険は、輸出契約等が仲介貿易契約のみに該当す

る場合であって、この保険契約の締結日から損失の発生日までの

間において、販売契約等の支払人が次の各号のいずれかに該当す

るときには、約款第４条第12号から第14号までのいずれかに該当

する事由により生じた損失をてん補する責めに任じない。なお、

この規定を適用する場合には、貿易一般保険（２年未満個別保

険）の取扱いについて［Ⅰ］８の規定により保険証券への記載を

要する特約は適用しないものとする。 

一 買契約（被保険者が、輸出契約等に基づいて販売するため

に、仕向国以外の外国の地域において生産され、加工され、又

は集荷された貨物を購入する契約をいう。以下同じ。）の相手
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方の本店又は支店（買契約の相手方が支店の場合は当該相手方

の他の支店を含む。） 

二 買契約の相手方と特定の資本関係がある者として、次のいず

れかに該当するもの 

イ 買契約の相手方の親会社又は子会社（「親会社」とは、他

の法人の総株主、総社員又はその他の構成員の議決権（以下

「議決権」という。）の過半数を保有する法人をいう。「子

会社」とは、親会社に議決権の過半数を保有される法人をい

う。他の法人の議決権の過半数を親会社及び子会社又は子会

社が保有するときは、当該議決権の過半数を保有される法人

は親会社の子会社とみなす。以下同じ。） 

ロ 買契約の相手方の直接親会社の直接子会社（「直接親会

社」とは、親会社のうち、イにより親会社とみなされる以外

の親会社をいう。「直接子会社」とは、子会社のうち、イに

より子会社とみなされる以外の子会社をいう。以下同じ。） 

ハ 議決権の過半数を買契約の相手方、買契約の相手方の直接

親会社又は買契約の相手方の直接子会社のうちいずれか２者

以上が保有する法人（イ及びロに該当する法人を除く。） 

ニ イ、ロ及びハに該当する法人の支店 

三 その他前各号に掲げる者と実質的に同視できるものとして、

日本貿易保険が特に認めたもの 

（販売契約等に係る損失を受けるおそれが高まる事情発生の通知義

務） 

第４条 約款第16条の規定は、被保険者が販売契約等に係る損失を

受けるおそれが高まる事情の発生を知ったときについて準用す

る。 

（販売契約等の重大な内容変更等） 

第５条 約款第22条の規定は、販売契約等の重大な内容変更等が行

われた場合について準用する。 

（保険金の支払の請求） 

第６条 保険金の支払を請求する場合には、被保険者は日本貿易保

険に対して、販売契約等の支払人の代金等の不払があった場合に

は、被保険者と海外子会社との間の利益関係に影響が出るような

仕組み（被保険者と海外子会社との間の契約が委託販売形式であ



貿易一般保険運用規程・新旧対照表 

8 

る、被保険者と海外子会社との間の契約中にif and when条項があ

る等）によって、当該不払のリスクを被保険者が負うことが保険

申込時点において合意されていたことを証する書類を提出しなけ

ればならない。 

（回収金の納付） 

第７条 約款第35条第３項の規定にかかわらず、保険金の支払請求

がなされた後において、被保険者が海外子会社若しくは販売契約

等の支払人に対し、又は海外子会社が販売契約等の支払人に対し

販売貨物を引き渡した場合は、販売貨物に係る代金等の全額を被

保険者が回収したものとみなす。ただし、日本貿易保険が特に認

めた場合を除く。 

（被保険者及び海外子会社の義務） 

第８条 被保険者は、輸出契約等に関し、約款及び本特約の諸規定

に基づく被保険者の義務を履行するため、販売契約等について、

海外子会社に当該義務と同様の義務を履行させるものとする。こ

の場合、被保険者は海外子会社に必要な協力をしなければならな

い。 

」 

 


